
PwCセミナー

セミナーについてのお問い合わせ先： 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 移転価格部 （担当：北島）

～在日中国系企業を対象としたわが国の法人税執行状況の解説～

お問い合わせ： 担当 北島 メールアドレス pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
電 話 03-5251-2306

無料参加費 ：

60名定 員 ：

霞ヶ関ビル17階会議室会 場 ：

1. 開会の挨拶 （20分）
在日中国企業協会会長 趙 方林氏
税理士法人理事長 鈴木 洋之

2. わが国法人税法および恒久的施設にかかわる税制の概要 （50分）
講師：中国事業部 シニアアソシエイト 佐々木 敏子

3. 日中移転価格税制の概要 （50分）
講師：移転価格部 シニアマネージャー 黒川 兼

4. 質疑応答 （20分）

5. 閉会の挨拶 （10分）
移転価格部パートナー 宮嶋 大輔

6. 懇親会 （16:00～）
※軽食・お飲み物をご用意いたします。

講演内容：

2009年5月22日（金） 13:30～18:00 (13:00開場)日 時 ：

～ 在日中国系企業を対象としたわが国の法人税執行状況の解説 ～

拝啓

時下ご清祥のこととお慶び申し上げます。

今般、税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、中国国際貿易促進委員会と共催で「在日中国系企業を対象と

したわが国の法人税執行状況の解説」と題したセミナーを開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。

近年、日本に進出する中国企業が増加しておりますが、その複雑さと分かりにくさで、必ずしも日本の税制について十

分理解し対策を図っている企業は多くありません。今後、事業を拡大し、事業環境も複雑となる中で、コンプライアンス

およびタックスストラテジーは重要な経営課題となりつつあります。とりわけ、恒久的施設および移転価格にかかわる課

税問題は、これら在日中国系企業にとって今後検討を要する分野となることは必至といえます。また、移転価格税制は

日本および中国双方で十分な対応策を策定する必要がございます。

今回のセミナーでは、日本の法人税法、恒久的施設にかかわる税制、移転価格税制について、その概要と在日中国系

企業が直面する潜在的な問題点について、具体的対応策とともに解説していきます。

在日中国系企業の経理・税務担当者にとって有意義なセミナーとなると思いますので、奮ってご参加いただければ幸い

でございます。なお、本セミナーへのお問い合わせは、お手数ですが下記担当者までお願いいたします。
ご多忙中とは存じますが、ご参加賜りますようお願い申し上げます。

敬具

東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル17階 03-5251-2306      pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
パートナー 宮嶋 大輔


